
保育所等における継続的な経営情報の見える化について

＜経緯＞

○ 令和4年12月の公的価格評価検討委員会において、「処遇
改善を行うに当たっては、医療や介護、保育・幼児教育など
の各分野において、国民の保険料や税金が効率的に使用され、
一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き
渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通
じた透明性の向上が必要。しかしながら、見える化に関する
取組状況は分野ごとに様々であり、継続的な見える化に向け
て必要な取組を、各分野において順次進めていく必要があ
る。」などの基本的な考え方が示された。

○ 令和５年１月より、子ども・子育て支援制度における継続
的な見える化に関する有識者会議を開催し、令和５年８月28
日に報告書を取りまとめた。

○ 医療・介護分野においては、施設・事業所等の経営情報等に係る

届出の義務化、国による集計・分析のためのデーターベース整備、届
出義務が履行されない場合の対応等の規定について整備し、第211
回通常国会で改正法が成立。(医療分野：医療法、令和５年８月１日施
行、介護分野：介護保険法、令和６年４月１日施行)

（参考）子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

第58条 特定教育・保育提供者は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者
（以下「特定教育・保育施設等」という。）の確認を受け、教育・保育の提供を開始
しようとするときその他内閣府令で定めるときは、政令で定めるところにより、その
提供する教育・保育に係る教育・保育情報（教育・保育の内容及び教育・保育を提供
する施設又は事業者の運営状況に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・
保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円
滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表される
ことが必要なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。）を、教育・保育
を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、内閣府令で定めるところに
より、当該報告の内容を公表しなければならない。

(以下、略)

＜現行＞

〇 子ども・子育て支援法第58条第1項に基づき、特定教育・保

育提供者は教育・保育情報（運営する法人に関する事項、施設等に関

する事項、従業者に関する事項、教育・保育等の内容に関する事項、利用料

等に関する事項など）を都道府県知事に報告しなければならない。

〇 子ども・子育て支援法第58条第2項では、教育・保育に関す

る情報の公表について規定されており、子ども・子育て支援情

報公表システム「ここdeサーチ」 の整備を通じて、利用者の

施設等の選択に資する情報をインターネット上で検索・閲覧で

きる環境を構築してきたところである。

＜改正のイメージ（案）＞

左記を踏まえ、以下のような改正を行うこととするか。

〇 特定教育・保育提供者に、教育・保育施設の経営情報を
都道府県知事に報告することを求める。

※ 子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべて

の施設・事業者を対象として、毎事業年度の経営情報（収益・費用、職員給与

与状況等）について報告・届出を求める。

※ 人件費等費用の内訳や、職員配置の状況、職員給与の状況等の詳細を把握できる

情報も含む。

〇 都道府県知事には、特定教育・保育提供者から報告された
経営情報を公表することを求める。

※ 施設・事業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設定、定員規模などの属性

に応じたグルーピングによって集計・分析した結果を公表する

※ 詳細な経営情報については、個別の施設・事業者単位での公表は行わない。

※ 保護者や保育士等の情報利用者にとってニーズの高い、施設・事業者の人件費

比率やモデル賃金等の情報については、解釈において誤解が生じないようにする

ことや施設・事業者の権利利益が損なわれない範囲とすること等を前提に、個別

の施設・事業者単位で公表する。
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(～R4.1)

R3年度
（R4.2～）

R4年度
/R5年度

安心こども基金
において創設

保育緊急確保事業
で事業継続

＋約３％

(月額約0.9万円)

計 ＋約５％

(月額約1.5万円)

計 ＋約７％

(月額約2.1万円)

計 ＋約８％

(月額約2.6万円)

※処遇改善等
加算

(賃金改善要件分)
消費税財源以外

※処遇改善等
加算Ⅰ

(賃金改善要件分)
消費税財源

公定価格に組込み
（恒久化）

（改善率）

※ 処遇改善等加算（賃金改善要件分）は、平成25、26年度においては「保育士等処遇改善臨時特例事業」により実施
※ 各年度の月額給与改善額は、予算上の保育士の給与改善額
※ 上記の改善率は、各年度の予算における改善率を単純に足し上げたものであり、24年度と比較した実際の改善率とは異なる
※ 「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」による処遇改善は、令和４年２～９月は「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」により実施。令和４年10月以降は
公定価格により実施（恒久化）

保育士等の処遇改善の推移

新しい経済政策パッ
ケージ（Ｒ元～）
（消費税財源）

０．３兆円超メニュー

０．７兆円メニュー
（消費税財源）

※処遇改善等
加算Ⅰ

(賃金改善要件分)
消費税財源

人事院勧告に
準拠した改善

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

コロナ克服・新時代開拓
のための経済対策（処遇
改善等加算Ⅲ）

程度

程度

技能・経験に着目した更なる処遇改善（処遇改善等加算Ⅱ）

計 ＋約11％
＋最大４万円

(月額約3.5万円
＋最大４万円)

計 ＋約12％
＋最大４万円

(月額約3.8万円
＋最大４万円)

計 ＋約14％
＋最大４万円

(月額約4.5万円
＋最大４万円)

計 ＋約14％
＋最大４万円

(月額約4.4万円
＋最大４万円)

計 ＋約17％
＋最大４万円

(月額約5.3万円
＋最大４万円)

計 ＋約18％
＋最大４万円

(月額約5.7万円
＋最大４万円)

〈各年度内訳〉

H26 ：＋2.0％
H27 ：＋1.9％
H28 ：＋1.3％
H29 ：＋1.1％
H30 ：＋0.8％
R元 ：＋1.0％
R２ ：▲0.3％
R３ ： 0.0％
R４(当初) ：▲0.9％
R４(補正) ：＋2.1％
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（※１） 令和元年までは職種別の賃金については役職者を除いたものを調査していたが、令和２年から調査方法が変わり、職種別の賃金について役職者を含んだものも調査している。
（※２） 「全産業」は、産業別データの「産業計」から役職別データの「役職計」を除いて算出したもの。
（※３） 「対人サービス産業」は、産業別データの「宿泊業，飲食サービス業」及び「生活関連サービス業，娯楽業」を加重平均し、役職別データの「宿泊業，飲食サービス業」及び「生活関連サービス業，娯楽業」の

「役職計」を除いて算出したもの。

資料：厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）「賃金構造基本統計調査」（平成24年から令和３年までの各年で公表されたもの）により政策統括官付政策立案・評価担当参事官室作成。
（注） いずれも一般労働者（短時間労働者を含まないもの）。 「役職者含む」としたもの以外は、役職者を除いた数値。

「全産業」及び「対人サービス産業」は、令和元年までは100人以上の企業の役職者、令和２年からは10人以上の事業所の役職者を除いた数値。
「月収」とは、賃金構造基本統計調査における「きまって支給する現金給与額」に、「年間賞与その他特別給与額」の1/12を足した額。
「きまって支給する現金給与額」とは、労働協約又は就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって６月分として支給される現金給与額（基本給、職務手当、精皆勤手当、家族手当
が含まれるほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与を含む）のこと。いわゆる手取り額でなく、税込み額である。

月収（万円）

全産業(※２)

全産業(女性)(役職者含む)

対人サービス産業(※３)

保育士(女性)

職種別平均賃金（役職者除く）（月収換算）

保育士（男女計）

：30.9
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４．今後の処遇改善について
（２）処遇改善の方向性
今般の経済対策の措置を前提としても、介護・障害福祉職員、保育士等・幼稚園教諭の賃金は全産業平均から乖離があり、
仕事の内容に比しても未だ低く抑えられている状況である。引き続き人手不足の解消等に向けて、今回の措置の結果も踏まえつ
つ、更なる処遇の改善に取り組むべきである。
処遇改善の最終的な目標は、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されている
ことである。その際、他産業との乖離や有効求人倍率などの労働市場における関連指標の状況を参照するほか、各産業における
他の職種との比較や対象とする産業内での各職種間の均衡、仕事の内容、労働時間の長短、経験年数や勤続年数なども考慮
すべきである。今後、医療・福祉分野のマンパワーのニーズが大きく増加すると見込まれることも踏まえ、特に2020年代にこうした取
組に注力すべきである。
また、経験年数や勤続年数に応じた処遇改善の取組は、キャリア・ラダーの形成や職員を大切にすることへのインセンティブとなり、
職場への定着や経験・技能の高度化等につながる。先に述べたマンパワーのニーズの見通しも踏まえ、経験・技能のある職員に重
点化した処遇改善のあり方について検討し、 次なる目標として、経験・技能のある職員について、仕事の内容と比して適正な水準
であるかという点も考慮しつつ、他産業（適切な他産業がなければ全産業平均）と遜色ない水準とすることを目指すべきである。

（中略）

こうした処遇改善を行うに当たっては、全てを国民の負担に回すのではなく、 既存予算の見直しや高齢化に伴って増加する医
療・介護費の中での分配のあり方などを含め、幅広く検討を行うべきである。従来は、前述のとおり、主に財政措置等を財源として処
遇改善を進めてきた。今後は、更なる財政措置を講じる前に、医療や介護、保育・幼児教育などの分野において、国民の保険料や
税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡 るようになっているかどうか、費用の使途
の見える化を通じた透明性の向上が必要である。また、デジタルやＩＣＴ技術、ロボットの活用により、現場で働く方々の負担軽減と
生産性向上を進めていくことも必要である。

公的価格評価検討委員会 中間整理（令和３年12月21日）抜粋
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Ⅲ－１．「加速化プラン」において実施する具体的な施策

２．全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

（２）幼児教育・保育の質の向上 ～75年ぶりの配置基準改善と更なる処遇改善～

○ 待機児童対策の推進により量の拡大は進んだものの、一方で、昨今、幼児教育・保育の現場でのこどもをめぐる事故や
不適切な対応事案などにより子育て世帯が不安を抱えており、安心してこどもを預けられる体制整備を急ぐ必要がある。

○ このため、保育所・幼稚園・認定こども園の運営費の基準となる公的価格の改善について、公的価格評価検討委員会
中間整理（2021年12月）を踏まえた費用の使途の見える化を進め、保育人材確保、待機児童解消その他関連する
施策との関係を整理しつつ、取組を進める。

こども未来戦略方針（令和５年６月１３日閣議決定）抜粋

6

公的価格評価検討委員会 中間整理（令和４年12月２日）抜粋

１．基本的な考え方

○ 本委員会の「中間整理」で整理したとおり、処遇改善を行うに当たっては、医療や介護、保育・幼児教育などの各分野におい
て、国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになって
いるかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要。

○ しかしながら、見える化に関する取組状況は分野ごとに様々であり、継続的な見える化に向けて必要な取組を、各分野におい
て、順次進めていく必要がある。

２．今後の取組
（１）共通事項
○ 看護職員、介護・障害福祉職員、幼稚園・保育所・認定こども園等の職員の処遇改善について、令和４年10月から、診
療報酬等により給与を恒久的に３％程度引き上げるための措置が講じられている。まずはこの措置について、厚生労働省、内
閣府において、職員の給与にどのように反映されているか等の検証を行うべきである。

○ また、各分野の経営実態調査等について、その性質も踏まえつつ、調査について指摘されている課題の改善を図りながら、調
査が実施された際には、今後とも分析を継続的に行うべきである。
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保育所等における継続的な経営情報の見える化について

都道府県
(市区町村経由)

施設・事業者

ここｄeサーチ

（独）福祉医療機構が
管理・運営を実施

国
（こども家庭庁）

【イメージ図】

１．経緯
○ 令和4年12月の公的価格評価検討委員会において、「処遇改善を行うに当たっては、医療や介護、保育・幼児教育などの各分野にお

いて、国民の保険料や税金が効率的に使用され、一部の職種や事業者だけでなく、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているか
どうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要」とされた。

○ 令和５年１月より、子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議を開催し、令和５年８月28日に報告書
を取りまとめ。

○ 医療・介護分野においては、施設・事業所等の経営情報等に係る届出の義務化、国による集計・分析のためのデーターベース整備、届出義務が履行
されない場合の対応等の規定について整備し、第211回通常国会で可決された。（【医療】医療法：R5.8.1施行、【介護】介護保険法：R6.4.1施
行。）

2．主な内容
○施設・事業者ごとの経営情報（収益・費用、職員給与状況等）の報告・届出を求めることとする。
○施設・事業者ごとに人件費比率やモデル賃金等を公表するほか、グルーピングした集計・分析結果も公表することとする。

経営情報（収益・費用、
職員給与状況等）の報告・届出

子子法58条に基づく報告・届出

各種データの確認

子子法第58条に基づく公表
＜施設・事業者ごとに公表＞

• 運営する法人に関する事項
• 施設等に関する事項
• 従業者に関する事項
• 教育・保育等の内容に関する事項
• 利用料等に関する事項
• その他都道府県知事が必要と認める事項 等

継続的な見える化での公表②
＜グルーピングした集計・分析結果を公表＞

（例）
・施設形態、運営主体の法人形態、定員規模、職員
数、地域区分等に応じた集計・分析を実施

継続的な見える化での公表①
＜施設・事業者ごとに公表＞

（例）
・人件費比率
・モデル賃金 等

経営情報（職員給与状況等）

経営情報（収益・費用）

継続的な見える化でのデータ取得
集計・分析の実施

※黒字は既存の取組
※赤字は新たな取組

教育・保育情報
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子ども・子育て支援制度における継続的な見える化の在り方について
（令和５年８月２８日 子ども・子育て支援制度における継続的な見える化に関する有識者会議報告書の概要）

○ 原則、子ども・子育て支援法に基づく、施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者を対象とする。

※ただし、小規模な施設・事業者に対しては、公表すべき内容・項目を限定する等の一定の配慮を行う方向で検討。

継続的な見える化の対象とする施設・事業者

○ 全ての施設・事業者を単位として、毎事業年度の経営情報（収益・費用）について報告・届出を求める。

○ このうち、人件費等費用の内訳や、職員配置の状況、職員給与の状況等の詳細を把握できる情報も含む。

○ 報告・届出を求める経営情報等の具体的な項目については、「経営実態調査」における調査項目を基礎としつつ、「政策検討への活用
性の向上」と「施設・事業者への業務負担」の双方に配慮し決定する。

○ それぞれの経営主体で採用されている会計基準に応じた様式を設け、また、それぞれの会計年度に応じた報告・届出期間を設定する。

○ 幼稚園・保育所・認定こども園等の施設・事業者の経営情報の公表やデータベース化等の継続的な見える化の仕組みの構築を進め、
処遇改善や配置改善等の検証を踏まえた公定価格の改善を図ることを主たる目的とする。

○ 加えて、行政機関においては、幼児教育・保育が置かれている現状・実態に対する国民の正確な理解の促進、社会情勢や経営環境の
変化を踏まえた的確な支援策の検討、経営情報の分析を踏まえた幼児教育・保育政策の企画・立案等の実現を目的とする。

○ また、情報公表の充実を図ることにより、行政機関のみならず、保護者や子育て家庭、保育士等の求職者の意思決定の支援や、施設・事業者の
経営分析・改善の促進、また、研究者による学術研究や政策提言の活性化等、幅広い関係者の利益への波及的な効果も期待できる。

○ 詳細な経営情報については、個別の施設・事業者単位での公表は行わない。施設・事業者の類型、経営主体の類型、地域区分の設
定、定員規模などの属性に応じたグルーピングによって集計・分析した結果を公表する。

○ 保護者や保育士等の情報利用者にとってニーズの高い、施設・事業者の人件費比率やモデル賃金等の情報については、解釈において誤
解が生じないようにすることや施設・事業者の権利利益が損なわれない範囲とすること等を前提に、個別の施設・事業者単位で公表する。

公表の方法

目的

報告・届出を求める情報
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